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災害対策特別委員会(平成 23 年 09 月 09 日) 

 

○吉田委員長 次に、二階俊博君。 

 

○二階委員 先輩、同僚の御配慮で、このたび

大変な被災を受けました和歌山県選出の者と

して質問の機会をちょうだいしましたことを

大変感謝いたします。 

 同時に、平野大臣を初め

政府の関係者の皆さんがい

ち早く災害の現場においで

になりまして、関係者を激

励していただいております。

きょうまた野田総理大臣が

おいでになるそうでござい

ますが、これまた関係者の

皆さんにとっては心強い限

りでございます。 

 しかし、ただ現場で要請を聞くだけではなく

て、先ほど既にお話がありましたが、市町村長

を初め地元の関係者が求めておるものは、災害

対策に対してやはり迅速な対応をやってもら

いたい。それは何よりも激甚災害。私は当たり

前のことだと思っておるんです。むしろ、激甚

災害に指定しないという何か御意見があれば

今政府の側から述べてもらいたいと思うくら

いですけれども、まさかそんなことを考えてい

る人はいないと思うんです。 

 ただ、平野大臣もお詳しいわけですが、災害

の総量といいますか、被害額が集まってこない

ことには激甚災害の指定ができないというこ

とですが、私は、きょうは総理大臣がわざわざ

現地へ行かれるならば、ちょうどいい機会です

から、総量はなくても、見ればわかるんですよ。

森本さんがおいでになって、わかりますよね。

これが激甚災害でなければ、何を激甚災害とい

うかという思いです。 

 ですから、私は、大臣から総理に連絡されて、

激甚災害の問題については、事務的なことを乗

り越えれば、直ちにこれに対応して早急に復旧

に向かって頑張るから皆さんも頑張ってくだ

さい、このメッセージがなければ、ただいろい

ろな人がどんどんお見えになる、これは和歌山

県も奈良県も三重県も皆一緒ですが、偉い人が

来るたびにお迎えが大変なんですよ。ですから、

それだけのことを地元にさせる以上は、やはり

きちっとした将来の復旧に向けての、よし、こ

れでできるんだと皆が思えるようなことをや

ってもらいたい。 

 あわせて担当大臣の御意見を聞いてみたい

と思います。 

 

○平野国務大臣 激甚災害につきましてです

が、型どおりの御答弁で申しわけございません

けれども、まず災害額が確定して決まるという

ものであります。 

 ただ、今、二階委員がおっしゃいましたよう

に、私も現地へ行って感じたのは今回の災害の

大きさであります。そういう中で、しっかりと

した体制と財政支援と技術的支援、それから国

がやるべきものはしっかりやる、そういう体制

で臨んでいかなければならないという思いを

強くしたことだけは事実でございます。 

 また、今、二階委員の御質問の中で、やはり

地元のあの惨状を目の当たりにしましての、一

日も早い復旧をという強い熱意が伝わってき

ましたので、そのことも踏まえてしっかり対応

していきたいというふうに思っております。 

 

○二階委員 今、岸本議員からもるるお話があ

りましたように、特に那智勝浦町では、町長の

御家族が大変ショッキングなことになってお

ります。しかし、私が町長を訪ねますと、町長

は直ちに、町長室へすぐ戻るからということで

おいでになりまして、御家族のことよりも何よ

りも、災害復旧に対して国はどう手を差し伸べ

てくれるか、どう助けてくれるかということを

次々におっしゃるわけです。 

 私は、たまりかねたような気持ちで彼の説明

を聞いておりましたが、道路あるいは河川、鉄

道、インフラが大変な状況になっておりますか

ら、これらの復旧については、那智勝浦町だけ

ではありませんが、今大臣もお述べになりまし

たとおり、心情を酌み取って、やはり人間とし

て情のある対応が必要だと思います。 

 たまたま今回、三重県、奈良県、和歌山県と

被災を受けたのですが、これは、あすは我が身

ですよ。 

 先ほど大西議員からも話がありました、昭和

二十八年のころの災害を私もお話を聞きなが

ら思い起こすわけですが、これでは、本当に町
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も壊滅的な状態になり、そして戸締まりができ

ないものですから、男の人は皆夜警に出て、そ

してまた、そのそばを牛や馬が流れてくるとい

うふうな、そんな悲惨な状態を、私は中学生で

したが、経験しております。まさか今度のよう

なことがもう一度襲ってくるとは思ってもみ

ませんでしたが、今日この事態になっておるこ

とには間違いないわけです。 

 そこで、雨が何ミリ以上

降ったら避難勧告を出すと

か、また明確な技術基準と

いうものをやはりはっきり

確立しておく必要があると

いうふうに思うわけです。

気象状況がどのように推移

しようとも、それらに関連

して大雨警報、洪水警報を

市町村にいかに伝達するか、

私は、反省の意味も込めて、当局から御説明を

願いたいと思います。 

 

○羽鳥政府参考人 まず、台風第十二号の状況

について御報告します。 

 九月三日に高知県に上陸し、その後、四国地

方、中国地方をゆっくりとした速度で北上しま

した。四日未明には、その後、日本海に進みま

した。 

 台風は大型で動きが遅かったというのが特

徴でございまして、台風周辺の湿った空気が長

時間流れ込みました。このため、特に紀伊半島

では、気象レーダーやアメダスを用いた解析に

よりますと、降り始めからの総雨量が広い範囲

で千ミリを超え、一部の地域では二千ミリを超

えた地域もございます。また、アメダスによる

観測によりますと、奈良県上北山村で千八百

八・五ミリ、和歌山県古座川町で千百五十二・

五ミリなど、多くの地点で記録的な大雨を観測

してございます。 

 この大雨に対して、地元気象台では、九月二

日から大雨警報、洪水警報を発表し、さらに土

砂災害警戒情報を発表し、県や市町村に伝えて

ございます。これにより警戒を呼びかけており

まして、さらにその後も、警報に加えて、気象

情報の中で二十四時間先までの予想雨量を発

表し、記録的な大雨への一層の警戒を繰り返し

呼びかけていたところでございます。 

 このように、今般の台風十二号につきまして

は早い段階から警戒を呼びかけておりました

が、結果としては大きな災害が発生してしまい

ました。このため、気象庁としましても、今回

気象庁が発表した台風等の情報について、県や

市町村等における利用状況を調査、評価し、防

災関係機関とも連携しつつ、防災対策に、より

効果的に生かされるよう、情報の改善に努めて

まいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

 

○平野国務大臣 今、気象庁長官から御説明が

ございましたけれども、そういった情報に基づ

きまして、自治体がどういう避難勧告を出した

のか、出さなかったのか。出したとすれば、い

つの段階、どういうタイミングで、どういう考

え方で出したのか。これにつきましては、私は、

今回の被災の状況を踏まえまして、きちっと精

査をする必要があると考えております。一部自

治体からはヒアリング等を行いまして情報は

入っておりますが、いずれこの状況につきまし

ては全体像を明らかにしまして、次の災害に備

えるということが大事だというふうに思いま

す。 

 ただ、一点、今回の被災の中の特徴は、やは

り土砂災害が非常に多かったということでご

ざいます。この土砂災害につきましてはかなり

予想が難しいという問題もございまして、これ

も含めまして、今回の被災の状況については、

今の状況から一段落しまして、復旧復興の姿が

見えてきた段階でしっかり調査をしたいとい

うふうに思っております。 

 

○二階委員 先ほど気象庁長官の御説明があ

りましたが、先般も自民党で政府の関係者のお

話を聞きましたが、そのときも、気象庁という

のは、まるで気象学を国会へ説明しに来るよう

なつもりでいろいろ言われるんです。それも大

事です。大事ですが、今こういうことが発生し

た以上、今後こういうことを再び起こさないた

めにどうすればいいかという考えが全くない

んです。 

 我々は、今、これが終わったらすぐ地元へ帰

らなきゃいけない。また地元から山のように要

望が集まってくるわけですね。そういうときに

どうしようかと言っているときに、今のような
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のんびりした気象庁のことではだめですね。い

ろいろなことを発信したにもかかわらず市町

村がそれを十分受けとめなかったということ

を言いたいんでしょうが、日ごろの訓練がなさ

れていないからだめなんですよ。練習がなされ

ていないんですよ。だから、言ってきたって、

気象庁なんという役所と市町村が何か日ごろ

会議でもやったことがありますか。 

 私は、気象友の会という意味なんですが、地

球ウォッチャーズというのをつくって、運輸大

臣の時代からそういうことの促進を図ってき

ましたよ。しかし、幾らやったって、これは地

元の人たちがそうだと沸き立ってくるような

テーマではありませんから、一生懸命やってお

るには違いないんですが、大変効果を上げると

いうのには難しい仕事なんです。 

 しかし、大臣も

あれだけの御決意

を述べられたんで

すから、我々も協

力しますから、こ

れはやはり与党も

野党もないんです、

みんなで協力して

対応しなきゃいけない。 

 今度、みんなひどい目に遭ったわけですから、

気象庁から言ってくることを真剣に受けとめ

なきゃいけないということになっておると思

うんです。例のチリ津波のときもそうですが、

チリ津波で、警鐘を乱打して、みんな避難しな

さいということを言っているんですが、だれも

逃げないんです。まだぴんとこないんですね。

それはやはり日ごろから訓練が必要で、逃げな

い人が悪いとか、市町村の対応が鈍かったのは

そっちが悪いんだというようなことを言った

んじゃ、亡くなられた人とか被災を受けた人た

ちは浮かばれない。 

 ですから、今後に備えて、この事態を踏まえ

てどう対応するかということを、これは政府だ

けではなくて我々国会も一緒になって考えて

いかなきゃいけない問題だというふうに思っ

ていますから、それは要望だけしておきますが、

しっかり対応してください。今のような答弁だ

けで済むと思ったら大間違いだ。お願いします

よ。 

 二次災害の防止について一言触れておきた

いと思います。 

 二次災害の防止については、政府も十分対応

していただいていると思うわけでありますが、

気象状況の見通しあるいは変化が激しいわけ

ですから、これに対して、また二次災害を受け

たとき、予想を超えたとか、思わざることであ

ったとか、そういう慰めを言っていただくよう

なことではなくて、やはり今から二次災害への

対応をしっかりやっておかなきゃいけない。 

 政府はどのような決意を持っておられるか、

ちょっと伺っておきたいと思います。 

 

○平野国務大臣 今回の災害は、例えば新宮川

の洪水流出、現地で聞いたところによりますと、

設計洪水量が一万八千トンだそうです。伊勢湾

台風のときには一万九千トンの水が出てきま

して、今回は、速報値でありますけれども、二

万二千トンという数値の洪水が出てきたとい

うことでした。 

 そうした大量の水とあわせて、土砂災害が頻

発したということでございまして、この土砂災

害に関連する二次被害がやはり大変心配でご

ざいます。そして、まずは土砂災害が現に発生

しているところがどういう状況か、これは上空

なり現地でしっかり視察をし、見て調査をして、

国交省で情報を把握したものについては、今、

県に情報をしっかり提供しております。 

 それから河道閉塞、これは本当に大きな問題

でございまして、国交省の方では十二カ所ある

と把握しております。うち四カ所はかなり大き

な河道閉塞になっておりまして、これについて

は、今、国交省が直轄で調査をして、これから

どういう対策をしなければならないかという

ものを鋭意検討中でございます。 

 あわせて、この河道閉塞につきましては、今

後雨が降るということも想定されますので、そ

れに備えての避難勧告も、避難の指示も出せる

ように、情報共有を県と国が一体的にやるとい

う体制も今できているというふうに理解して

おります。現に、昨夜、河道閉塞が起きている

下流域の住民についての速やかな避難を国交

省の方からお願いしまして、県はそれを受けて

迅速に対応したというふうに理解をしており

ます。 

 こうした体制をしっかりつくって、二次災害

の防止に努めていきたいというふうに思って
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おります。 

 

○二階委員 次に、農業についてちょっと伺い

ますが、既に政務官が現地に入られ詳しく御調

査をいただいておるようですから、できるだけ

手短にお尋ねをしたいと思います。 

 今の農業というのは、申すまでもなく、農家

所得の低迷、それから後継者の不足、さらには、

最近は有害鳥獣の被害等、もうあちらからもこ

ちらからも本当に立つ瀬がないような状況に

農業が追いやられていることは御承知のとお

りだと思います。そこへ今回の災害を受けたわ

けですね。 

 この人たちが再び農業の道で頑張っていこ

う、そういう力強い第一歩となるような農業対

策を速やかに講じることが必要だというふう

に思っております。ですから、特に手厚く、さ

らにきめ細かく、農林水産業に対する対応をお

願いしておきたいと思っております。 

 おいでになられたかどうか、日高川町で、水

害によってトマトハウスが全壊したとか、ミカ

ン園がなぎ倒されている、農産物に甚大な被害

がありました。 

 また、日高川の漁協で、政務官もおいでにな

ったようでありますが、日本一のアユの養殖生

産の施設であります、これが冠水によって全滅

の状況にあります。内水面漁業もどうにか緒に

ついて、これでやっていけるのではないか、ま

た、都会地からもいろいろな注文をいただいて

将来に明るさが出てきたところですが、今度は

根こそぎやられてしまったという状況です。 

 これに対して、昨日、仁坂知事からも、県と

しても精いっぱいのことをやりますから、これ

はぜひ再起、再開をいただけるように私からも

地元に伝えてもらいたいというふうな話があ

りました。 

 森本さんは現地に行っていただいたんです

が、その上で、例の東北の大災害と同様の対策

を講ずるということをおっしゃったといって

地方新聞にはでかでかと出ておりましたが、私

は、政務官として大変立派な御発言だと思いま

す。我々はそれをサポートしますから、しっか

り頑張っていただきたいと思いますが、今御所

見があればお願いします。 

 

○森本大臣政務官 二階委員にお答えをさせ

ていただきます。 

 選挙区と言ってはおかしいんですけれども、

随分広範囲で合併されて、そしてこの町を中心

に多くの方々が被災に遭われておる、その惨状

は本当に心痛をお察し申し上げる、そんな思い

で現地に入らせていただいて、今、アユの施設

も一名の方が命を落とされるのではないかと

いうような悲惨な状況でございまして、中も大

変な状況でございました。そして、栽培トマト

の関係の方もただ茫然と、投資したその施設が

もう壊滅的な状況でございまして、河川が幅が

二倍以上にはんらんをしてしまったような、そ

ういう悲惨な状況でございました。 

 特に、町長とともに随分この現地は歩かせて

いただきました。ですから、そうした災害がこ

れまでにない大きな災害であるなという実感

をさせていただいて、これは何としても全力で

事に当たらなければならないというふうな、そ

んな思いをさせていただいております。 

 ですから、この

日高川の現状、雨

量も、十六年の台

風と比べれば倍で

きかないような状

況の雨量でござい

ますから、ここの

ところは、ダムを含めて、いろいろな対策をこ

れから探り出さなければならないんだろうと

いうふうに思わせていただいております。 

 そうしたことを踏まえながら、こうした被災

に遭われた方々がもう再起不能というような

状況にならないような支援はしっかりやって

いかなければならないという認識でございま

すので、この委員会を通じて、また党を通じて、

いろいろ皆様方から御支援をいただきながら

頑張っていく所存でございますので、何とぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

 ただ、もう一つ、この今の災害を含めますと、

二階議員はもう大先輩でございますのでよく

御存じかと思いますが、私は、今の森林の生態

系を失った我々のツケというものは非常に大

きいというふうに理解をいたしておりますの

で、こうした対策も含めて、ここが有害鳥獣の

もとにもなっておりますので、すべてをもう一

度原点から見直す必要もあるという認識で帰

らせていただきました。 
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○二階委員 今、政務官の有害鳥獣に対する言

及もございましたが、これはなかなかまだ御理

解をいただけない都会出身の議員もおるわけ

ですが、あの地方、特に人口の少ない、早く言

えば過疎地、こういうところの農業を高齢者の

皆さんが一生懸命やっておる。特に、お年寄り

のおばあさんがトマトだとかキュウリだとか

ナスビだとかというのを一生懸命つくってお

って、自分が幾ばくか食べて、残ったものを農

協へ持っていくとかというようなことをして

生活費の一部にされておるんでしょうが、そこ

が、もうちょうど取り入れにいいなという熟し

てきたころに、必ずあの連中が出てきて、食べ

たりいろいろしておるんです。たまたま電気が

ばっと野菜にかかるようなところは、やはり電

力のそういうことは野獣どもにとっては怖い

ものですから、そこは食べないんですね。 

 ですから、何か知恵を

絞って、経済産業省なん

かと、太陽光とかいろい

ろなことも活用して知恵

を出して対応しなきゃ、

私は、前に法律をつくる

ときも言ったことがある

んですが、あの走り回っ

ておる動物に、頭の程度

の負けないような法律を

つくったりして対応しなきゃ笑われちゃいま

すよ。もうみんな引っ越しして、どこか都会の

方へ逃げていこうかと言っておられる人も随

分あるんですよ。そのことを思えば、これはち

ょうどいい機会ですから、このチャンスにその

鳥獣の問題もしっかり対応していただきたい、

これは要望しておきます。 

 次に、高速道路等のネットワークの促進につ

きまして、先ほど民主党の有力議員からそれぞ

れ御意見があったことを大変力強く思うんで

すが、同時にちょっと不思議にも思っておるん

です。 

 せっかくやろうと思って、今回の被災を受け

た新宮市や那智勝浦、紀伊半島の南東部がある

わけですが、これがもう通行不能になっておっ

たわけですが、那智勝浦道路が被災後の救援、

復旧活動において極めて大きな活躍をしてお

るわけです。しかし、今から少し前に民主党の

いろいろな方々がこの地にやってきて、無駄な

公共事業だとか、こんな人も余り通らないとこ

ろへ道路が必要かとか言って、まるでこれは、

この地方に住む、人口が減少する地域に住む人

たちに対してこんな失礼な言動はないんです

よ。それを言って、言いっ放しておって、その

ことに対して何か反省がなきゃだめですよ。 

 今、岸本さんから大変御親切な話がありまし

たが、我々南の地域に住む者として、一生懸命

やって、東京や大都会近郊の道路をやることの

十倍も百倍も労力が要るんですよ。ようやくこ

の御坊―田辺間というのも、七百四十五億を投

じて二車線を四車線化にしましょうというこ

とを決定したんですよ。そうしたら、民主党の

内閣が出てきましたから、今のようなお話から

総合すると、もっと促進していただけるものと

期待しておったら、直ちにこの道路は無駄な道

路だからやめましょう、コンクリートから人へ

の時代ですよというふうなことを言って、道路

をやめてしまったんですね。今まで一生懸命や

っておったことを民主党政権によってほごに

されてしまったと地元はみんなが思っておる

んですよ。 

 そういう状況の中で、どんどんと今新たな

方々が被災地へおいでになって、道路は必要だ

とか言われるんですが、びっくりしちゃうんで

すね、そういうことを急に言われると。その前

に、総理でもだれでもが、党を代表する立場か

ら、こうした乱暴なことを言って歩いた、ラッ

パ持って言って歩いたんですよ。だれが言って

きたかと言えといったら、みんな名前言っても

いいですよ。 

 そういうことをしておいて、今災害だから一

緒に解決しましょう、与野党みんなよろしくひ

とつ協力をと言われても、本当ですかと聞きた

いんです。ですから、やはりだれか責任ある者

がそういうことに対する反省の弁を述べる必

要があるわけです。 

 コンクリートから人へということを大きな

旗印にしまして公共事業抑制を続けておった

わけですが、コンクリートに代表される公共事

業、自然災害から国民の生命財産を守るという

意味で大変不可欠なものであり、東日本大災害

においても、そのことの重要性、福島の原発に

おいても、もう少ししっかりした防災の対応を

しておく必要があったのではないか、そういう
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意見を持っておられる方々もおりますが、私も、

そういうことに対して、もう幾らかを支えるだ

けのことができたのではないかというふうな

疑問を持っております。 

 今回の台風におきましても、公共事業軽視に

対する大きな警鐘であるというふうに地元は

受けとめておりますが、これは大臣の今後これ

らに対する対応についてお考えがあれば述べ

ていただきたいし、これに対して、やはり、野

田総理大臣がきょうは和歌山へ行かれるなら、

大変ですね、大変ですねと言ってくれるだけじ

ゃなくて、何で大変になったのかということか

ら、今後こういうことに対して再びこういう目

にみんなを遭わせないために政府としてこう

しますというものを言いに行ってくれなきゃ、

ただ見に行って頑張ってくれるだけでは我々

としては極めて物足りないと思っております。 

 大臣のお考えを伺っておきたいと思います。 

 

○平野国務大臣 コンクリートから人へとい

うのは我々民主党が掲げたスローガンでござ

います。 

 私は、公共投資については、従来から、必要

なものはつくるという、これまた抽象的な表現

で恐縮ですけれども、つくるべきだという主張

を申し上げてきました。 

 しかし同時に、二階委員を前に釈迦に説法の

ようなことを申し上げて恐縮ですけれども、こ

の国は、日本は今、新幹線、高速道路、飛行場、

大変な社会資本ストックがあります。これから

その社会資本ストックが徐々に更新の時期を

迎えてくる。この更新の費用だけで大変なお金

がかかってまいります。その更新をしなければ

地域社会が成り立たないという中で、厳しい財

政事情の中で何とか予算を捻出してこの資本

ストックをきちっと後世につながなくちゃな

らない。である以上、新規の投資については、

これは私はできるだけ抑制的であるべきだと

いう考え方を持っておりました。 

 ただし、今回の大震災、特に東日本大震災の

中で、私も現地もつぶさに、また何回もお邪魔

して、これは岩手県、私の出身地でもございま

すけれども、やはり道路の必要性というのは特

に認識を新たにしたというのは事実でござい

ます。 

 紀伊半島の三県、これから復興構想会議を立

ち上げるというような構想もあるようでござ

います。その中で、地域の復興に向けた構想の

中で、災害に強い体制づくりの中で、こういっ

た道路についてもきちっとした議論がなされ

るのではないかというふうに思います。 

 

○二階委員 それでは、観点を変えて、医療問

題についてお尋ねをしておきたいと思います。 

 今回の大災害に際して、例えば那智勝浦町な

んかでは、病院が井戸水を活用できるというこ

とで、随分それが役に立ったようであります。 

 もう一つは、今大臣もお述べになりましたが、

患者さんが病院へやってくるときの道路問題

がありますね。 

 この道路問題も、

幸いにして、新宮

や勝浦の病院へ患

者さんがお越しに

なるときの対応は

準備できておった、

こういうことがありますが、今後、非常のとき

に備えて、病院における、井戸水をどう活用す

るかということについてもやはり対応してお

かなきゃいけないのではないか。 

 水の問題を考える場合に、いろいろやり方が

あろうと思いますが、一番簡単な、井戸水を準

備しておくということ等含めて、厚生労働省が

専門的なお立場から非常時の病院の運営に際

して何を考えておかなきゃいけないか、整理さ

れているものがあればお話しいただきたいと

思います。 

 

○唐澤政府参考人 お答えを申し上げます。 

 御指摘のございましたように、那智勝浦町に

ございます二つの病院につきましては、九月七

日の夕方まで断水が続いておりました。そこを、

受水槽の活用や給水車による給水のほかに、井

戸水の活用ということで診療が継続できたと

いうふうに承知をしております。 

 この病院の水の確保でございますけれども、

私ども厚生労働省におきましては、平成二十三

年度、今年度の厚生労働科学研究におきまして、

病院に対するアンケート調査を実施しており

ます。六千の病院を調査いたしまして、受水槽

を持っているという病院は九四・八％、御指摘

のございました井戸を持っているという病院
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は二四・一％でございました。 

 こういう観点から、災害時の医療機関の水の

確保、特に東日本大震災におきましては、広範

囲の停電、断水、こういうことが生じまして、

医療機関の診療機能の確保ということが問題

になりました。 

 このため、私どもでは、七月から災害医療等

のあり方に関する検討会というものを省内に

設けまして、医療機関の水の問題、これは、災

害拠点病院では非常に大量の水を使用いたし

ますし、しかもまた高純度の水を求められると

いうような点がございますので、その中の重要

な論点といたしまして、現在検討を進めている

ところでございます。 

 ここでの議論を踏まえまして、私どもが法律

上持っております医療計画の見直しの中に、こ

の災害医療についての検討会を踏まえまして、

新たな指針を提示して医療体制の構築に努め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○二階委員 常日ごろの備えが大事でありま

すから、厚生労働省におきましても、全国の医

療機関に対して、しっかりした指導、あるいは

また、連絡したけれども向こうがぴんと反応し

なかったというようなことのないように、日ご

ろの訓練もあわせて、よろしくお願いをしてお

きたいと思います。 

 次に、災害が起こるたびに、医療船の問題が

お話としてあちこちに起こってまいります。私

も、このことの必要性は前々から感じておりま

す。すぐ、大量の患者さんを治療できるわけで

すし、あるいは食料も運べるわけですし、それ

からおふろにも入ってもらえるわけですから、

この医療船なんかが極めて大事なことはもう

別に論争する必要はないわけですが、これも、

話としては起こるんですが、災害がおさまりま

すと、この話もおさまっちゃって、どこかへ行

ってしまうわけです。 

 例えば、海の新

幹線とも言われた

テクノスーパーラ

イナー、これなん

かも、日本の造船

技術の最高の水準

を達成した立派な

技術だと私は思っておりますが、これも東京都

と小笠原とを行き来するということでありま

したが、ごく何人かの人の御判断でこれはそれ

に活用しないということで、今、この船は三菱

造船所で休んでおるようであります。そうした

ところ、先般の東日本の大災害に際して、あの

テクノスーパーライナーに出てきてもらおう

じゃないかという話になって、これは大変な活

躍をしたということを聞いております。今回も、

災害が起こるとこの問題も出てまいります。 

 時間がありませんから長々申し上げません

が、このテクノスーパーライナーと病院船等を

組み合わせる、そのためには防衛省にも協力し

てもらう、もちろん厚生労働省、そして他の省

庁も動員して、もちろん船の関係ですから国土

交通省、英知を結集すれば私は道が開けるとい

うふうに前々から判断しておるんです。 

 テクノスーパーライナーというのは、御存じ

の方もいらっしゃると思いますが、今ので大体

四十四ノット、時速八十キロ、ですから、大変

なスピードで現場に急行できるという強みを

持っているんですね。防災船、災害対策の船と

して日本がこういうものを持っておる、そうす

れば、日本の近海といいますか周辺のそれぞれ

の国で何かが起こったときに、直ちにこの船が

直行できるというふうなこともあるわけです

から、私は、このことをもう少し、どこの部署

でおやりになるかは別として、政府としてお考

えをいただければありがたいと思うし、私ども

の立場からも、この問題に対してさらに追求と

いいますか推進を図っていきたいというふう

に思います。 

 次に、世界遺産の問題が言われております。 

 世界遺産の熊野那智大社が大変な被害を受

けていることは、もう皆さんが新聞、テレビ等

で御承知のとおりであります。聞くところによ

ると、あすかあさってに中川文部科学大臣がお

いでになるとかということを聞いております

が、いずれにしましても、電話が途絶しておる

ような状態でございます。 

 私は、昔の時代にあったような早馬でも準備

して、何か連絡があったら上から走ってくると

か下からまた上へ連絡するとかしなければ、こ

の神社そのものが孤立状態にあるんです。土を

かぶって、土砂が入っているわけですね。これ

に対して、取り除けばいいようなものですけれ
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ども、これは文化庁の御指導をいただかなきゃ、

それは砂一つさわっちゃだめだということで

怒られちゃいます。 

 そうして文化財を今日まで守ってこられた

んですから、私はそれに対して何も言うつもり

はありませんが、こうした文化財、世界遺産、

この対応に対してもっとしっかりした対策を

講じなければ、宮司さんとか地域の人たちにだ

け責任を持たせるのは荷が重過ぎますよ。これ

に対してのしっかりした対応をやってもらい

たい。観光庁長官もお見えになっておりますか

ら、御意見があればあわせてお述べをいただき

たいと思います。 

 

○吉田政府参考人 今回の台風十二号により

まして、多くの文化財に甚大な被害が生じてお

ります。とりわけ、先生御指摘の熊野那智大社

では、社殿の裏山からの土砂崩れによる大きな

被害がございましたり、あるいは那智の大滝で

は、景観全体に対する異常ということではござ

いませんけれども、文覚の滝が消滅するなど、

被害が生じているところでございます。 

 文化庁としては、被災自治体との連携を図り

ながら、まずは被害の大きい熊野那智大社に早

急に専門家を派遣いたしまして、状況の把握と、

それから被害の拡大防止のための応急措置に

つきまして指導助言の支援を行う予定でござ

います。 

 また、今回の災害は広範囲にわたっていると

ころもございますので、文化財につきましても、

私どもとして、幾つかのチームを編成いたしま

して、迅速な対応を行ってまいりたいと思いま

す。 

 また、その先には、文化財の本格的な復旧、

こういった局面を迎えてくるわけでございま

すけれども、これにつきましても、専門的ある

いは技術的な指導助言、さらに復旧についての

財政的な支援、そういった万般にわたりまして、

復旧に向けましての万全を期してまいりたい、

このように考えております。 

 

○二階委員 これは、ぜひ真剣に取り組んでい

ただきたいと思うんです。 

 世界遺産だということで鳴り物入りで宣伝

がなされておりますから、多くの観光客が押し

寄せております。そこへこういう事態になった

ものですから、宮司にしても関係者にしても、

手の施しようがないところで茫然としておる

という状況ですね。そして、きのうヘリコプタ

ーで食料を運んでいただいた。 

 何にしても、災害がきのうかおとといに発生

したみたいな話になるんですよ。文化庁はこれ

は大変大事な宝物だと思っておるんでしょう

から、これに対する対応をもっと、若い人でも

何でもいいから、現地はもう想像を絶するよう

な状況になっておるんですから、中川大臣が行

ってきて大変だぞと言って帰ってくる、我が方

の谷垣総裁も近く参ります、そんな人が来てや

んや言われて文化庁が立ち上がるようなこと

ではなくて、災害が発生したら直ちに、問題が

あることは頭でわかっているんだから、もっと

しっかりした対応をしていただきたい。これは

要望だけにしておきます。 

 ごみ処理が言われておるんですが、これに対

しても、環境省が随分しっかりした対応をして

いただいているようですから町村長もこのご

ろは大変安心しておるんですが、ごみ処理を思

うと、東北の皆さんには申しわけないが、東北

のごみの状態を思い出すわけですよ。これはい

つ解決するのかということになる。それらを思

うと、これもしっかりした対応をしていただき

たい。 

 答弁は要りませんが、最後に一つ。 

 これからボランティアの出番といいますか、

皆さんにいろいろなお願いをしなきゃいかぬ

ことになりますが、ボランティアは市町村や地

元でいろいろな対応ですけれども、ボランティ

ア全体がうまく機能していただくための対応

を、やはり国として何らかの手厚い対応といい

ますか、御苦労さんという気持ちをどう出すか。

それも含めて、これは大臣に要望だけしておき

ます。 

 時間が参りまし

た。大変、皆さん

の御協力や、全国

からちょうだいし

ております激励の

言葉やいろいろな

義援金等につきま

して、県を代表して心から御礼を申し上げて、

質問を終わります。 

 ありがとうございました。 


